
行政書士法の一部を改正する法律の施行について 
 
 
 
 

 
行政書士法の一部を改正する法律（令和7年法律第6 5号）が、令和8

年1月1日に施行されます。本改正については、令和7年6月13日付で総
務省自治行政局長から国土交通省官房長宛て別添のとおり通知されて
います。 

今回の行政書士法の改正では、行政書士や行政書士法人でない者が
他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような
名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類
等を作成することができないという従来の解釈が条文上においても明
確化されました。当該行為を行った場合、従来と同様、同法第19条第
1項（業務の制限）違反として処罰されるおそれがあります。 

つきましては、本改正及び別添の趣旨・内容を踏まえ、引き続き適
切に対応していただきますようお願いします。 

また、今般の改正は以前からの解釈と同様であり、本改正に伴って
取扱が変わるものではありませんが、念の為お知らせします。 
 








